
山梨県
住民の

みなさまへ

○ 危険な盛土等に伴う災害から人命を守るため、「宅地造成及び特定盛土等
規制法」（通称：盛土規制法）が、令和５年５月26日に施行されました。

○ 山梨県では、令和７年４月１日に県内全域（甲府市を除きます。）を規制
区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始しました。

危険な盛土等を規制し、盛土等に伴う災
害から人命を守るための新たな法律です。

宅地、農地、森林など土地の用途にかか
わらず、盛土等を規制するための二つの
規制区域を指定します（規制区域の
イメージは裏面をご覧ください）。

盛土規制法とは 規制区域に指定されると...

安全な盛土等をつくります

盛土等を行う場合は、あらかじめ許可
または届出が必要となります。

盛土等を安全に保つ必要があります

盛土等が行われた土地では、土地所有者
等が盛土等を安全に保つ責務があります。

凡例

宅地造成等工事規制区域

特定盛土等規制区域

中核市 (甲府市)

市町村界

N

ホームページ
QRコード

規制区域 山梨県では、規制区域を設定するための調査を実施し、県内全域
（甲府市を除きます。）を規制区域に指定しました。

昭和町昭和町南アルプス市南アルプス市

韮崎市韮崎市

北杜市北杜市

山梨市山梨市

甲州市甲州市

小菅村小菅村

丹波山村丹波山村

大月市大月市 上野原市上野原市

都留市都留市

道志村道志村

山中湖村山中湖村

忍野村忍野村

鳴沢村鳴沢村

富士吉田市富士吉田市

笛吹市笛吹市

西桂町西桂町

富士河口湖町富士河口湖町

市川三郷町市川三郷町

早川町早川町

南部町南部町

身延町身延町

富士川町富士川町

中央市中央市

甲斐市甲斐市

長野県

埼玉県

東京都

神奈川県

静岡県

甲府市※甲府市※

※甲府市の規制区域の指定は市が行っています。
規制区域は市にご確認ください。

https://www.pref.yamanashi.jp/morido/moridokiseihou.html

静岡県

令和７年４月１日から盛土規制法に
基づく規制を開始しました



主な規制対象
次のような盛土等が規制対象となり、かつ、一定規模以上の
ものが許可または届出の対象となります。

盛土規制法による規制が開始されたら、自分の土地についてどのような手続きが必要ですか？

盛土等の工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。一方で、過去の盛土等を含め、
土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地所有者等に課せられます。自分の土地の盛土
等が周囲に危険を及ぼさないよう注意が必要です。

許可を受けていない盛土工事は、どのように見分けられますか？

許可された場合は県のホームページ等で公表されるほか、工事中は現場に標識の設置が必要と
なります 。

法律に違反したときの罰則はありますか？

無許可で盛土等を行うなど悪質な場合は罰則の対象となります。
●最大で懲役３年以下、罰金1,000万円以下 ●法人に対しては最大３億円以下

盛土等に関するＱ＆Ａ
よくある質問と回答をまとめました。
詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ先
■宅地造成等工事規制区域に関すること

県土整備部 都市計画課 市町村計画・開発担当 TEL 055-223-1717

■特定盛土等規制区域に関すること
林政部 森林整備課 林地保全・採石担当 TEL 055-223-1645

山梨県
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規制区域のイメージ
市街地や集落、その周辺などのエリアとそれ以外の
エリアを規制区域として指定します。

森林

宅地

農地

■特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、
地形等の条件から、盛土等が行われれば
人家等に危害を及ぼしうるエリア

■宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が
行われれば人家等に危害を及ぼしうる
エリア

・宅地を造成するための盛土・切土
・残土処分場における盛土・切土 等

・土砂のストックヤードにおける
仮置き 等

盛土･切土 土砂の仮置き

切土

盛土

元の地形

立入禁止
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